
○
内
閣
官
房
令
第
十
一
号

人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
三
項
及
び
第
十
条
（
同
令
第

十
四
条
及
び
第
十
八
条
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、

人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
内
閣
官
房
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
官
房
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
内
閣
官
房
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
官
房
令

人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
内
閣
官
房
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
人
事
評
価
実
施
規
程
の
軽
微
な
変
更
）

（
人
事
評
価
実
施
規
程
の
軽
微
な
変
更
）

第
一
条

人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条

人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
人
事
評
価
実
施
規
程
（
令
第

第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
人
事
評
価
実
施
規
程
（
令
第

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
評
価
実
施
規
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
軽
微

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
評
価
実
施
規
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
軽
微

な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

官
職
の
名
称
の
変
更
、
新
設
又
は
廃
止
に
伴
う
変
更

二

官
職
の
名
称
の
変
更
又
は
新
設
に
伴
う
変
更

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
評
価
実
施
規
程
の
内
容
の
実
質
的
な

［
号
を
加
え
る
。
］

変
更
を
伴
わ
な
い
変
更

（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
評
価
）

第
二
条

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
定
期
評
価
（
令
第
五
条
第
二
項
に

［
条
を
加
え
る
。
］

規
定
す
る
定
期
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
別
評
価
（
令
第
十
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
特
別
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
効
率
的

な
業
務
の
遂
行
、
適
切
な
業
務
配
分
そ
の
他
の
業
務
管
理
並
び
に
部
下
の
指
導
及

び
育
成
に
特
に
留
意
し
、
当
該
職
員
に
求
め
ら
れ
る
能
力
又
は
当
該
職
員
の
果
た

す
べ
き
役
割
に
応
じ
て
、
適
切
に
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
異
動
又
は
併
任
へ
の
対
応
）

（
職
員
の
異
動
又
は
併
任
へ
の
対
応
）

第
三
条

実
施
権
者
（
令
第
二
条
に
規
定
す
る
実
施
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
条

実
施
権
者
（
令
第
二
条
に
規
定
す
る
実
施
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
定
期
評
価
又
は
特
別
評
価
の
実
施
に
際
し
、
職
員
が
異
動
し
た
場
合
又
は
職

は
、
定
期
評
価
（
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
定
期
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ

員
が
併
任
の
場
合
に
つ
い
て
、
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

。
）
又
は
特
別
評
価
（
令
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
評
価
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
実
施
に
際
し
、
職
員
が
異
動
し
た
場
合
又
は
職
員
が
併
任
の
場
合

に
つ
い
て
、
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

（
評
価
結
果
の
開
示
内
容
等
）

（
評
価
結
果
の
開
示
内
容
等
）

第
四
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

２

実
施
権
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
て
も
、
当
該
職
員
の
全
体
評

２

実
施
権
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
て
も
、
当
該
職
員
の
全
体
評

語
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
全
体
評
語
を

語
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
全
体
評
語
を



当
該
職
員
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
職
員
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

令
第
六
条
第
一
項
の
全
体
評
語
が
令
第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
段
階

二

令
第
六
条
第
一
項
の
全
体
評
語
が
令
第
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

の
中
位
よ
り
下
の
も
の
で
あ
る
場
合

定
め
る
段
階
の
中
位
よ
り
下
の
も
の
で
あ
る
場
合

三

令
第
六
条
第
一
項
の
全
体
評
語
が
令
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
段
階

［
号
を
加
え
る
。
］

の
最
下
位
又
は
最
下
位
よ
り
一
段
階
上
位
の
も
の
で
あ
る
場
合

四

［
略
］

三

［
同
上
］

（
面
談
の
内
容
）

第
五
条

評
価
者
は
、
被
評
価
者
（
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
評
価
者
を
い

［
条
を
加
え
る
。
］

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
育
成
を
図
る
観
点
か
ら
、
令
第
十
一
条
第
一
項
に
基
づ
き

一
層
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る

行
わ
れ
る
面
談
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
被
評
価
者
の

優
れ
た
点
や
改
善
を
図
る
べ
き
点
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
と
と
も

令
第
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
面
談
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
被
評

に
、

に
つ
い
て
十
分
に
認
識
を
共
有
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

価
者
の
果
た
す
べ
き
役
割

す
る
。

（
苦
情
へ
の
対
応
）

（
苦
情
へ
の
対
応
）

第
六
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

（
記
録
書
の
様
式
等
）

（
記
録
書
の
様
式
等
）

第
七
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］

（
記
録
書
の
修
正
の
禁
止
）

（
記
録
書
の
修
正
の
禁
止
）

第
八
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

（
記
録
書
の
保
管
等
）

（
記
録
書
の
保
管
等
）

第
九
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
内
閣
官
房
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
中
「
令
第
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」

を
「
令
第
六
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

令
和
四
年
十
月
一
日


